
当所で施行される級は 1・２・３級のみとなります。 
 

 

 

                                                       主 催  米沢商工会議所・日本商工会議所 

                                                       後 援  文部科学省・山形県教育委員会 

                                                       協 賛  (一社)日本珠算連盟 
１.施行期日及び時間 

      平成 31 年 2 月 10 日(日)  １・２・３級     午前９時開始 
                 ※ 重複して受験を希望される方はお申し出下さい。 

２.試 験 場   米沢市 4-1-30    米沢商工会議所  ☎0238-21-5111 
 南陽市宮内 4526-1 ワトワセンター南陽 ☎0238-47-6445 
 
３.受験資格  学歴、年齢、性別、国籍等の制限なし 
 
４.受 験 料  １級…2,300 円 ２級…1,700 円 ３級…1,500 円 
 
５.受験申込期間及び申込場所 
   平成３０年 12 月 4 日（火）～平成３1 年 1 月 9 日（水） 
   米沢商工会議所もしくは宮内珠算研究会に受験料を添えて所定の用紙(申込先で交付する)で申し 
   込むこと。 
   ただし、１級受験者は最近１年以内に撮影した上半身像脱帽、無背景の写真セミ判(横 3.5 ㎝× 

縦 4.5㎝)、裏面に氏名記入のものを写真貼付欄に貼付の上、申し込むこと。(写真のない人は受 
験できません) 

 
  〔注意事項〕 
    イ）遠隔地の受験希望には、申込用紙を送付しますので、切手(82円)を添えて希望枚数を申し出てくだ 
      さい。 
    ロ）受験者は２級と３級というように重複して受験することもできます。 
    ハ）受験申込後、事情により受験の取り消しを申し出ても、一旦納入した受験料はお返しいたしません。 
    ニ）受験申込取り消しに際し、その代理としての受験は認められません。 
 
６.試験種目及び程度  別記珠算能力検定試験規則による。 
 
７.合 格 点  得点の合計は 300 満点で、合格得点は「240 点以上」とする。 
 
８.合格者発表 

平成３１年２月１５日（金)午前１１時  米沢商工会議所・高畠町商工会・宮内珠算研究会、及び、 
米沢商工会議所ホームページ内（http://www.ycci.or.jp/）で掲示発表とする。 
なお、塾単位での申し込みには、金曜日着で受験者成績一覧を郵送する。 

 
９.合格証書の交付 

各級合格者に対し学校別、塾別、個人別にハガキでご連絡いたします(３月中旬頃予定）。 
各受験申込場所にて合格証の交付となりますが、ご希望の方には実費負担で郵送もいたします 
ので、その際は米沢商工会議所にお問い合せ下さい。 

 
10.登録章(バッジ)の交付 

１･２･３級合格者は、日本商工会議所に登録すると共に希望者には、登録章(バッジ)を実費交付 
しますので米沢商工会議所に申し込んでください。   ※交付料は裏面をご覧下さい。 

 
11.記念品及び表彰 

全種目満点合格者に対しては米沢商工会議所から記念品を贈呈します。 
また、１級満点合格者に対しては日本商工会議所からも表彰されます。 
 



 
 

珠 算 能 力 検 定 試 験 種 目 及 び 程 度 
 
※制限時間は全級とも「かけ算」「わり算」「みとり算」合わせて 30 分間 

１級  ①かけ算 法、実合せて 11 けたのもの 20 題とする。ただし、無名数のもの 10 題、円名数のもの 10 
題とし、帯小数、小数の計算及び計算の結果、端数を処理するものを含む。計算の結果、 
端数が出たとき、無名数は小数第 3 位未満、名数は円位未満を四捨五入するものとする。 

    ②わり算 法、商合せて 10 けたのもの 20 題とする。ただし、無名数のもの 10 題、円名数のもの 10 
題とし、帯小数、小数の計算及び計算の結果、端数を処理するものを含む。計算の結果、 
端数が出たとき、無名数は小数第 3 位未満、名数は円位未満を四捨五入するものとする。 

    ③みとり算   10 けたの円名数の加算又は加減算 10題とする。１題 10口、１題の総字数 100 字。 
 

２級  ①かけ算 法、実合せて 9 けたのもの 20題とする。ただし、無名数のもの 10 題、円名数のもの 10 
題とし、帯小数・小数の計算及び計算の結果、端数を処理するものを含む。計算の結果、     

   端数が出たとき、無名数は小数第 3 位未満、名数は円位未満を四捨五入するものとする。 
    ②わり算 法、商合せて 8 けたのもの 20 題とする。ただし、無名数のもの 10題、円名数のもの 10 

題とし、帯小数、小数の計算及び計算の結果、端数を処理するものを含む。計算の結果、 
端数が出たとき、無名数は小数第 3 位未満、名数は円位未満を四捨五入するものとする。 

    ③みとり算   8 けたの円名数の加算又は加減算 10 題とする。１題 10口、1 題の総字数 80字。 
 

３級  ①かけ算 法、実合せて 7 けたのもの 20題とする。ただし、無名数のもの 10 題、円名数のもの 10 
題とし、帯小数・小数の計算及び計算の結果、端数を処理するものを含む。計算の結果、     

   端数が出たとき、無名数は小数第 3 位未満、名数は円位未満を四捨五入するものとする。 
    ②わり算 法、商合せて 6 けたのもの 20 題とする。ただし、無名数のもの 10題、円名数のもの 10 

題とし、帯小数・小数の計算及び計算の結果、端数を処理するものを含む。計算の結果、     
   端数が出たとき、無名数は小数第 3 位未満、名数は円位未満を四捨五入するものとする。 
    ③みとり算   6 けたの円名数の加算又は加減算 10 題とする。１題 10口、１題の総字数 60字。 
 

無効答案について (日本商工会議所試験規則抜粋) 
 

   《答案記入上の注意》 

   第１条 受験者への注意事項に反したもののほか次の答案も無効とする 
     1.数字の明瞭でないもの 
     2.答の単位以下に求むべき数のあるとき「．」のないもの 
     3.単位以下３位毎に「，」のないもの 
     4.「．」と「，」との区別及び位置の明瞭でないもの 
     5.欄外訂正のとき元の欄と矢印で結んでないもの、または答の頭に番号のないもの 
     6.無名数に（￥）をつけたもの 
     7.答案用紙の番号を勝手に訂正してあるもの 
 

◆合格章（バッジ） 
 級    金額 

 

 

 

 

１級 

２級 

３級 

２００円 

１５０円 

１５０円 

 

 
 
 
 
 
 
 

お問い合せ・お申し込み先 
  〒992-0045 

   山形県米沢市中央 4－1－30 

      米沢商工会議所 総務企画部 
         Tel２１－５１１１  Fax２１－５１１６ 


